
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
お
知
ら
せ
・
募
集
・
催
し
・
講
座
・
ス
ポ
ー
ツ
）

 

お
知
ら
せ

児
童
手
当
制
度
が
変
わ
り
ま
す

児
童
手
当
現
況
届
が
原
則
提
出
不
要

に
な
り
ま
す

　
こ
れ
ま
で
、
毎
年
６
月
１
日
の
養

育
状
況
を
把
握
し
、
６
月
分
以
降
の

児
童
手
当
の
受
給
要
件
を
確
認
す
る

た
め
、
現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
し

た
が
、
令
和
４
年
６
月
か
ら
、
公
簿

等
で
所
得
情
報
等
が
確
認
で
き
る
場

合
は
、
現
況
届
の
提
出
が
不
要
と
な

り
ま
す
。

　
な
お
、
公
簿
等
で
確
認
で
き
な
い

等
の
理
由
で
、
引
き
続
き
提
出
が
必

要
な
方
へ
は
現
況
届
を
送
付
し
ま
す

の
で
、期
限
内
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

所
得
上
限
限
度
額
を
超
え
る
場
合

は
、
児
童
手
当
等
が
受
給
で
き
な
く

な
り
ま
す

　

父
母
等
の
う
ち
主
た
る
生
計
維
持

者
（
主
に
所
得
が
高
い
方
）
の
所
得

が
、
所
得
上
限
限
度
額
を
超
え
る
場

合
は
、
児
童
手
当
等
を
受
給
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
詳
細
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

問 

子
育
て
支
援
課  

☎
（21）
２
２
２
２

高
齢
者
実
態
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
市
で
は
毎
年
、
普
段
の
見
守
り
活

動
、
不
慮
の
事
故
や
緊
急
の
際
に
活

用
す
る
た
め
、
ご
家
族
の
状
況
や
い

ざ
と
い
う
と
き
の
緊
急
連
絡
先
を
確

認
し
て
い
ま
す
。

対
象　
70
歳
以
上
（
令
和
４
年
４
月

１
日
時
点
）
の
方
の
み
が
暮
ら
す
世

帯
。
69
歳
以
下
の
方
が
同
居
ま
た
は

隣
接
地
に
お
住
ま
い
の
場
合
は
調
査

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

内
容　
５
月
～
６
月
に
か
け
て
、
民

生
委
員
が
対
象
者
の
お
宅
を
訪
問
し

お
話
を
伺
う
か
、
調
査
票
の
記
入
を

お
願
い
し
ま
す
。
調
査
の
結
果
は
普

段
の
見
守
り
活
動
、
不
慮
の
事
故
や

緊
急
の
際
に
活
用
し
て
お
り
ま
す
。

問 

高
齢
介
護
課　

  
☎

（21）
２
２
４
２

赤
ち
ゃ
ん
の
駅
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

乳
幼
児
を
連
れ
た
子
育
て
世
帯

が
、
安
心
し
て
外
出
で
き
る
よ
う
、

お
む
つ
替
え
や
授
乳
の
た
め
の
設
備

の
あ
る
市
内
の
施
設
を
「
赤
ち
ゃ
ん

の
駅
」
と
し
て
登
録
し
て
い
ま
す
。

登
録
し
て
い
る
施
設
で
は
、
営
業
・

業
務
時
間
中
は
自
由
に
お
む
つ
替
え

台
や
授
乳
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
を
利

用
で
き
ま
す
。施
設
の
目
印
と
し
て
、

「
赤
ち
ゃ
ん
の
駅
」
の
の
ぼ
り
旗
や

ス
テ
ッ
カ
ー
を
掲
示
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
施
設
の

一
覧
を
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
、

下
記
の
二
次
元
コ
ー
ド
か

ら
確
認
し
て
み
て
く
だ
さ

い
。

市
内
の
事
業
者
の
方
へ 

～
会
社
に
お
む
つ
替
え
・
授
乳
ス

ペ
ー
ス
あ
り
ま
せ
ん
か
？
～

　
赤
ち
ゃ
ん
の
駅
登
録
事
業
で
は
登

録
施
設
を
随
時
募
集
し
て
お
り
、
現

在
、
民
間
施
設
と
公
共
施
設
で
80
か

所
の
登
録
施
設
が
あ
り
ま
す
。
市
で

は
、
市
内
の
事
業
者
の
ご
協
力
を
い

た
だ
き
な
が
ら
、
赤
ち
ゃ
ん
の
駅
の

設
置
・
登
録
を
推
進
す
る
こ
と
で
、

育
児
中
の
子
育
て
世
帯
が
安
心
し
て

外
出
で
き
る
環
境
の
整
備
を
進
め
て

い
ま
す
。
登
録
い
た
だ
い
た
施
設
に

は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
駅
ロ
ゴ
の
ス
テ
ッ

カ
ー
や
の
ぼ
り
旗
の
設
置
を
お
願
い

す
る
と
と
も
に
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
Ｐ
Ｒ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
該

当
す
る
施
設
が
あ
り
、
事
業
に
賛
同

さ
れ
る
事
業
者
の
方
は
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
詳
細
を
ご
確
認
い
た
だ

き
、問
合
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問 
子
育
て
支
援
課  

☎
（21）
２
２
２
２

子
育
て
応
援
企
業
登
録
制
度

　
従
業
員
の
仕
事
と
子
育
て
の
両
立

支
援
や
、
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援

に
取
り
組
ん
で
い
る
（
ま
た
は
取
り
組

も
う
と
し
て
い
る
）
市
内
の
企
業
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
子
育
て
に
優
し
い
企

業
と
し
て
登
録
し
ま
せ
ん
か
。

対
象　
市
内
に
事
務
所
ま
た
は
事
業

所
を
有
す
る
個
人
お
よ
び
法
人
そ
の

他
の
団
体

要
件　
次
の
項
目
の
う
ち
３
つ
以
上

に
取
り
組
ん
で
い
る
（
取
り
組
も
う

と
し
て
い
る
）
企
業
と
な
り
ま
す
。

１　

仕
事
と
子
育
て
を
両
立
し
や
す

い
職
場
環
境
づ
く
り

①
一
般
事
業
主
行
動
計
画
の
策
定
／
②

子
育
て
を
し
な
が
ら
就
労
し
や
す
い
労

働
環
境
の
整
備
／
③
子
育
て
に
配
慮
し

た
有
給
休
暇
取
得
の
促
進
／
④
特
別
休

暇
制
度
の
創
設
／
⑤
子
育
て
に
配
慮
し

た
勤
務
体
制
の
創
意
工
夫
／
⑥
育
児
休

業
中
の
社
内
情
報
提
供

２　

地
域
に
お
け
る
子
育
て
を
応
援

す
る
取
組

①
大
学
生
、
若
年
求
職
者
等
を
対
象

と
し
た
就
業
体
験
（
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
）
の
実
施
／
②
工
場
、
施
設

等
見
学
の
受
入
れ
／
③
専
門
技
術
を

活
か
し
た
地
域
の
学
校
行
事
お
よ
び

授
業
へ
の
協
力
／
④
地
域
の
安
全
安

心
の
た
め
の
活
動
へ
の
参
加
お
よ
び
支
援

３　

独
自
の
積
極
的
な
子
育
て
の
支
援

①
そ
の
他
の
特
色
あ
る
取
組

登
録
期
間
　
３
年
間

そ
の
他　
登
録
さ
れ
た
企
業
に
は
登

録
証
を
交
付
し
ま
す
。

※
年
に
１
度
、
報
告
書
を
提
出
し
て

い
た
だ
き
、内
容
を
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
で
掲
載
し
、
各
企
業
の
取
組
内

容
を
Ｐ
Ｒ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

※
登
録
手
続
等
に
つ
い
て
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 

子
育
て
支
援
課  

☎
（21）
２
２
２
１

栃
木
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
（
ふ

れ
あ
い
バ
ス
）
無
料
運
行

　
バ
ス
を
も
っ
と
多
く
の
方
に
ご
利

用
い
た
だ
く
た
め
、「
県
民
の
日
」

に
合
わ
せ
て
、
ふ
れ
あ
い
バ
ス
全
路

線
の
無
料
運
行
を
実
施
い
た
し
ま

す
。
こ
の
機
会
に
、
ぜ
ひ
、
ふ
れ
あ

い
バ
ス
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

日
時　
６
月
15
日
（
水
）

問 

交
通
防
犯
課　

  

☎
（21）
２
１
５
３

も
う
一
度
ご
確
認
を
。
あ
な
た
の

気
に
な
る
年
金
記
録

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
国
民
年
金

や
厚
生
年
金
に
加
入
し
て
い
る
方
に

対
し
、
年
金
制
度
へ
の
理
解
を
深
め

て
い
た
だ
く
こ
と
等
を
目
的
と
し

て
、
毎
年
誕
生
月
に
、
ご
自
身
の
年

金
記
録
を
記
載
し
た
「
ね
ん
き
ん
定

期
便
」
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　
「
ね
ん
き
ん
定
期
便
」
に
記
載
さ

れ
て
い
る
年
金
加
入
記
録
を
ご
確
認

い
た
だ
き
、「
も
れ
」
や
「
誤
り
」

が
あ
る
の
で
は
と
ご
心
配
な
方
は
、

問
合
先
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問 

ね
ん
き
ん
定
期
便
・
ね
ん
き
ん

ネ
ッ
ト
専
用
番
号

☎
０
５
７
０-

０
５
８-

５
５
５

受
付
時
間:

月
曜
日
８
時
30
分
～
19

時
、
火
～
金
曜
日
８
時
30
分
～
17
時
15

分
、
第
２
土
曜
日
９
時
30
分
～
16
時

家
を
建
て
る
と
き
、
敷
地
に
接
す

る
道
路
は
幅
員
４
ｍ
以
上

　
建
物
の
新
築
や
増
改
築
を
す
る
場

合
、
敷
地
は
建
築
基
準
法
で
定
め
ら

れ
た
道
路
（
原
則
幅
員
４
ｍ
以
上
）

に
接
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

　
た
だ
し
、
幅
員
４
ｍ
未
満
の
道
路

で
あ
っ
て
も
、
建
築
基
準
法
の
適
用

を
受
け
る
前
か
ら
建
物
が
立
ち
並
ん

で
い
る
道
路
で
、
各
条
件
を
満
た
し

て
い
る
も
の
（
法
42
条
２
項
道
路
）

は
、
建
物
を
建
て
る
際
に
道
路
の
中

心
線
か
ら
２
ｍ
ま
で
敷
地
を
後
退
さ

せ
る
こ
と
で
、
幅
員
４
ｍ
の
道
路
が

あ
る
と
み
な
し
て
建
築
す
る
こ
と
が

出
来
ま
す
。
こ
の
後
退
し
た
部
分
は

道
路
と
同
じ
扱
い
と
な
る
た
め
、
建

物
や
塀
な
ど
を
造
る
こ
と
は
出
来
な

く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
建
替
等
の
際

に
後
退
部
分
に
含
ま
れ
て
い

る
既
存
の
塀
等
も
撤
去
・
移

転
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

～
狭
あ
い
道
路
拡
幅
整
備
促
進

事
業
～

　

２
項
道
路
に
関
し
て
「
後

退
用
地
無
償
使
用
承
諾
書
」

の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
、
固

定
資
産
税
の
非
課
税
措
置
や

後
退
に
伴
う
塀
や
門
の
撤
去

費
用
の
一
部
補
助
制
度
（
限

度
額
10
万
円
）
を
活
用
で
き

ま
す
。
ま
た
、
後
退
用
地
を

市
に
寄
附
し
て
い
た
だ
け
る

場
合
に
は
、
分
筆
測
量
費
の

一
部
に
つ
い
て
も
補
助
（
限
度
額

30
万
円
）
を
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
な
お
、
こ
の
補

助
制
度
の
利
用
に
は
、
事
前
協
議
書

の
提
出
が
必
要
で
す
の
で
お
早
め
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

建
築
指
導
課　

  

☎
（21）
２
４
４
１

不
動
産
期
間
公
売

　
市
税
の
滞
納
に
よ
り
差
し
押
さ
え

た
不
動
産
の
公
売
会
を
実
施
し
ま
す
。

公
売
方
法　
期
間
入
札

公
売
会
場　
市
役
所
本
庁
舎（
万
町
）

入
札
期
間　
６
月
20
日
（
月
）
～
27

日
（
月
）

開
札
日　
７
月
１
日
（
金
）

売
却
決
定
の
日
時　
７
月
22
日（
金
）　

10
時

買
受
代
金
納
付
期
限　

７
月
22
日

（
金
）　
15
時

※
各
物
件
の
詳
細
な
情
報
や
入
札
書

等
の
様
式
・
提
出
方
法
、
８
月
以
降

の
公
売
情
報
に
つ
い
て
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問 

収
税
課　
　
　

  

☎
（21）
２
２
８
３

水
道
管
の
漏
水
調
査
を
行
い
ま
す

　
水
道
メ
ー
タ
ー
で
の
漏
水
音
確
認

の
た
め
、
敷
地
内
に
立
ち
入
ら
せ
て

頂
き
ま
す
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。
な
お
、
調
査
員
は
市
発
行
の

身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
お
り
ま
す
。

調
査
時
期　
令
和
４
年
５
月
下
旬
～

令
和
５
年
３
月
上
旬

調
査
箇
所　
・
栃
木
地
域　
今
泉
町

１
丁
目
、今
泉
町
２
丁
目
、大
宮
町
、

大
塚
町
、神
田
町
、国
府
町
、高
谷
町
、

城
内
町
２
丁
目
、
樋
ノ
口
町
、
平
柳

町
２
丁
目
、
平
柳
町
３
丁
目

・
都
賀
地
域　

家
中
、
合
戦
場
、
升

塚・岩
舟
地
域　
五
十
畑
、
和
泉
、
静
、

静
戸
、
静
和
、
下
津
原
、
畳
岡
、
新

里
、
曲
ケ
島
、
鷲
巣

問
水
道
建
設
課　
　
☎

（25）
２
１
１
６

「
献
血
」
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
命
を
救
え
る
身
近
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
「
献
血
」
に
ご
協
力
下
さ
い

日
時　

６
月
20
日
（
月
）、
６
月
21

日
（
火
）　

10
時
～
11
時
45
分
、
13

時
～
16
時

場
所　
市
役
所
本
庁
舎
３
階　
正
庁

対
象　
16
歳
～
69
歳
の
方
。た
だ
し
、

65
歳
以
上
の
方
に
つ
い
て
は
60
歳
～

64
歳
に
献
血
経
験
が
あ
る
方
に
限
る

内
容　
２
０
０
ml
、
４
０
０
ml
献
血

の
み　
所
要
時
間 

20
～
30
分
程
度

問 

健
康
増
進
課　
　
☎

（25）
３
５
１
２

農
業
者
年
金
の
現
況
届
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い

　
現
況
届
は
、
年
金
を
受
給
す
る
た

め
に
毎
年
必
要
な
手
続
き
で
す
。
現

況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
年
金
の
支

払
い
が
一
時
差
し
止
め
と
な
り
ま
す
。

期
限
ま
で
に
必
ず
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

対
象　
農
業
者
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方

提
出
期
限　
６
月
末
日

提
出
場
所　

農
業
委
員
会
事
務
局
、

各
総
合
支
所
地
域
づ
く
り
推
進
課
お

よ
び
各
支
所
・
出
張
所

注
意
事
項　

・
現
況
届
の
用
紙
を
紛
失
ま
た
は
汚

損
さ
れ
た
場
合
は
問
合
先
へ

・
年
金
受
給
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
場

合
は
、
お
近
く
の
農
協
支
店
へ
届
け

出
く
だ
さ
い
。

問 

農
業
委
員
会
事
務
局☎

（21）
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